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いっぱん質問

問
　
①
住
民
へ
の
避
難
呼

び
か
け
の
タ
イ
ミ
ン
グ
は
。

②
防
災
行
政
無
線
の
効
果
は
。

答
　
町
長

①
降
雨
や
河
川
水
位
の
状
況

を
観
て
勧
告
に
先
立
ち
避
難

準
備
や
高
齢
者
等
避
難
開
始

発
令
を
出
す
べ
き
だ
っ
た
。

　
今
後
は
少
し
で
も
避
難
者

に
危
険
が
少
な
い
対
応
に
努

め
た
い
。

②
暴
風
雨
の
中
、放
送
が
聞

き
取
れ
な
か
っ
た
と
の
声
が

多
く
、二
つ
の
対
応
策
を
検

討
中
だ
。

・
携
帯
電
話
に
直
接
防
災

無
線
の
情
報
が
入
る
シ
ス

テ
ム
の
導
入
。

・
携
帯
電
話
の
な
い
人
向

け
に
無
線
の
戸
別
受
信
機

の
購
入
費
補
助
制
度
を
。

問
　
③
避
難
場
所
で
の
備

蓄
は
。

④
地
区
防
災
計
画
を
モ
デ

ル
地
区
指
定
で
の
作
成
は
。

⑤
重
信
川
流
域
の
堤
防
内

部
の
漏
水
問
題
は
。

答
　
副
町
長

③
増
や
す
予
定
の
毛
布
や
水

の
備
蓄
品
に
つ
き
、避
難
所

で
の
分
散
保
管
も
視
野
に
入

れ
て
施
設
管
理
者
と
協
議
を

行
い
た
い
。

④
先
陣
を
切
っ
て
取
り
組
む

地
区
が
な
い
か
働
き
か
け
て

い
く
。

⑤
局
所
的
な
深
掘
れ
堤
防
侵

食
及
び
漏
水
等
が
起
こ
っ
て

い
る
所
に
、早
急
な
対
策
を

県
へ
要
望
し
て
い
る
。

問
　
法
律
改
正
に
よ
り
、

平
成
30
年
度
か
ら
国
民
健

康
保
険
の
運
営
を
市
町
村

と
都
道
府
県
が
共
同
で
行

う
よ
う
に
な
る
。

①
県
の
役
割
は
。

②
市
町
村
の
役
割
は
。

③
加
入
者
で
あ
る
住
民
へ　
　

の
影
響
は
。

答
　
保
健
福
祉
部
長

①
財
政
運
営
の
責
任
主
体
と

な
っ
て
、市
町
ご
と
の
国
保

事
業
費
納
付
金
額
を
決
定
し

標
準
保
険
税
率
等
を
算
定
、

公
表
す
る
。
保
険
給
付
に
要

し
た
費
用
の
支
払
い
な
ど

だ
。

②
被
保
険
者
証
の
発
行
や
保

険
給
付
、
保
険
税
の
割
当
・

徴
収
、
国
保
事
業
費
納
付
金

を
県
に
納
め
、デ
ー
タ
ヘ
ル

ス
事
業
等
の
保
険
事
業
を
行

う
。

③
加
入
者
へ
の
影
響
は
な

く
、今
後
広
報
紙
等
で
住
民

に
対
し
周
知
し
て
い
く
。

問
　
制
度
改
革
で
保
険
税

が
、
大
幅
ア
ッ
プ
に
な
る

の
か
？

答
　
平
成
30
年
度
の
国
保
税

収
入
額
は
、加
入
者
全
体
の

必
要
額
を
上
回
る
た
め
引
き

上
げ
は
必
要
な
い
と
考
え
て

い
る
。

台風18号　重信川出合下流（松前側から）堤防も限界に！

台
風
18
号
の
風
水
害
へ
の
対
応
は

国
民
健
康
保
険
の
制
度
改
革
で
ど
ん
な
影
響
が
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